
 

事業用自動車に係る環境対応車普及促進事業補助金交付規程 

 

 （通則） 

第１条 環境性能に優れた自動車運送事業用自動車の購入に対する助成金（以下「補助金」という。）

の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

３０年政令第２５５号。以下「施行令」という。）、低公害車普及促進等対策費補助金（平成２１

年度第２次補正予算分）交付要綱（平成 22 年２月１日国自総第 440 号）（以下「交付要綱」とい

う。）、低公害車普及促進等対策費補助金実施要領（平成 22 年２月 1 日国自総第 441 号）及びそ

の他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。 

 

 （目的） 

第２条  この規程は、交付要綱第２条の目的の達成を図るため、一般社団法人次世代自動車振興セン

ター（以下「センター」という。）が交付要綱に基づき造成される基金を管理する一般社団法人

環境パートナーシップ会議（以下「ＥＰＣ」という。）の委託により、環境対応車を導入する者

に対して補助金の交付を行う事業（以下「補助事業」という。）の手続等を定め、もってその業

務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第３条  この規程における以下の用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一「自動車」とは、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定する自動車をいう。 

二「環境対応車」とは、自動車のうち別表１に定める環境性能要件を満たすものをいう。 
三 「新車」とは、自動車のうち道路運送車両法第７条に規定する登録を初めて受けることとなるもの、又

は道路運送車両法第５９条第１項に規定する自動車の新規検査を初めて受けることとなるものを

いう。 

四「自動車運送事業者」とは、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第２条第２項に規定する

自動車運送事業を経営する者をいう。 

五「自動車リース事業者」とは、借受人を自動車の使用者として行う自動車運送事業用自動車の

貸渡しを業とする者をいう。 
  

（交付の対象者、補助対象経費） 

第４条  センターは、自動車運送事業者又は自動車リース事業者（以下「補助事業者」という。）が行う自動車

運送事業の用に供する環境対応車の導入（以下「補助事業」という。）に要する経費のうち、別表１に掲

げる補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。） について、ＥＰＣが管理する基金の

範囲内において、補助金を交付する。 

  
 

 （補助金の交付額） 

第５条  第４条に掲げる環境対応車の導入に要する経費に係る補助金交付額は、定額とし、別表１の

とおりとする。 

 

 （補助金の交付申請及び実績報告） 

第６条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、平成２１年１０月２３日から平成２２

年９月３０日までに道路運送車両法第７条に規定する新車の登録（以下「新規登録」という。）又は道

路運送車両法第５９条第１項に規定する新車の検査の届出（以下「新規届出」という。）及び１３年

超の経年車の使用済自動車として引取業者への引き渡し（ただし別表１に掲げる経年車の廃車を

伴う場合に限る。）を行い、これらを行った日から３０日以内に、様式第１又は様式第１－２によ

る補助金交付申請書兼実績報告書（以下「申請書」という。）をセンターに提出しなければならな

い。 
２ 申請は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。 

一 別表２の申請要件を満たすこと。 

二 申請は、導入する環境対応車の１台ごとに行われること。 

三 別表３に定める書類が添付されること。 



 

四 他の国庫補助金（国以外の第三者が国からの補助金を原資として交付する補助金を含む。）

と重複して申請しないこと。 

 

 （交付の決定および補助金の額の確定等）  

第７条 センターは、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審

査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交

付の決定及び補助金の額の確定を行い、様式第２による補助金交付決定通知書兼補助金の額の確

定通知書により補助事業者に通知するものとする。この場合において、センターは、適正な交付

を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて通知

を行うものとする。 

２ センターは、審査の結果、補助金を交付すべきでないものと認めたときは、速やかに様式第３

による不交付通知書により補助事業者に通知するものとする。 

３ センターは、第１項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

 

 （申請の取下げ） 

第８条 補助事業者は、前条の規定による補助金交付決定通知兼補助金の額の確定通知を受けた場合に

おいて、当該通知に係る補助金の交付の決定及び補助金の額の確定の内容又はこれに付された条

件に不服があることにより、当該申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起

算して７日以内に様式第４による補助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない。 

 

 （計画変更の承認等） 

第９条 補助事業者は、申請書に係る記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第５による

計画変更承認申請書をセンターに提出し、様式第６による計画変更承認通知書により承認を受け

なければならない。 

２ センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件

を付することができる。 

 

 （補助金の支払） 

第１０条 センターは、第７条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、ＥＰＣから当

該事業に係る経費の支払いを受けたときは、遅延なく補助事業者に補助金を支払うものとする。 

２ センターは、前項の規定により補助事業者へ補助金の支払いをするときは、補助事業者の提出

した申請書に記載された補助金振込先に振り込むものとする。 

 

 （交付決定の取消し等） 

第１１条 センターは、第９条第１項の規定による計画変更等の申請があった場合又は次の各号の一に

該当すると認められる場合は、第７条第１項の規定による交付決定の全部又は一部を取消し、又

は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

一 補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示

に違反した場合。 

二 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。 

三 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は

一部を継続する必要がなくなった場合。 

２ センターは、第１項の規定による取消しをしたときには、様式第７による補助金交付決定取消

通知書により、速やかに補助事業者に通知するものとする。 

３ センターは、第１項の規定による取消しをした場合において、その当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、様式第８による補助金返還命令書により、期限を付し

て当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

４ センターは、前項の返還を命じる場合は、第１項第三号に規定する場合を除き、その命令に係

る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額（その一部を納付した場

合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき年利１０．９５％の割合で

計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

５ 補助事業者は､第３項の補助金の返還の命令を受けた場合、返還期限までに補助金の返還を行わ

なければならない。 



 

６ 前項の補助金の返還の期限は、当該返還の命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納

付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の割

合で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。 

 

（環境対応車の管理等） 

第１２条 補助事業者は、補助金により取得した環境対応車については、補助事業の完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ センターは、本規程に準じた環境対応車普及促進事業補助金管理規程を作成して補助事業者に

通知し、環境対応車の適正な管理を促すものとする。 

 

 （センターによる調査） 

第１３条 センターは、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助事業者に対して

所要の調査等を行うことができる。 

２ 補助事業者は、センターが前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。 

 

 （補助金の基金への返還） 

第１４条 センターは、基金の解散後において、補助事業者から補助金の返還があった場合には、これ

を基金設置法人に返還しなくてはならない。 

 

 （セキュリティ対策） 

第１５条 センター及びその職員は、本事業を通じ補助事業者に関して得た情報は、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

２ センターは、本事業の実施に当たって提供された個人情報等については、業務終了等により不要にな

った場合には国土交通大臣へ報告し、その指示に従わなければならない。 

 

 （その他必要な事項） 

第１６条 この交付規程に定めるもののほか、この交付規程の施行に関し必要な事項は、センターが別

に定める。 

 

 

（ 附 則 ）  
１ この交付規程は、平成２２年３月３日から施行する。 

２ センターは平成２２年３月１９日に申請書の受付を開始する。また、第６条の規定に関わらず、平

成２２年３月３１日までに新規登録又は新規届出及び１３年超の経年車の使用済自動車として引取

業者への引き渡し（ただし別表１に掲げる経年車の廃車を伴う場合に限る。）を行ったものは、平成２

２年４月３０日までに申請書をセンターに提出するものとする。 

３ 低公害車普及促進等対策費補助金交付要綱(平成21年３月25日国自総第534号、国自旅第357号、国自貨第

165号)附則(平成22年２月１日一部改正)２．によりセンターに対して補助金交付申請がなされたと見なさ

れるものには、第６条第１項及び第２項第二号の規定は適用しない。 

 

 

 



 

（別表１）環境対応車の環境性能要件の定義及び補助金の額 

 

 
乗用車等（登録車等（注１）、軽自動車（注

２）をいう。） 
重量車（注３） 

環
境
対
応
車
の
環
境
性
能
要
件 

経年車（注４）の廃

車（注５）を伴う場

合 

経年車の廃車を伴わ

ない場合 

経年車の廃車を伴う場合 経年車の廃車を伴わ

ない場合 

次のいずれかの要

件を満たすこと。 

１．エネルギー消費

効率（注６）が平成２

２年度燃費基準（デ

ィーゼル自動車（注

７）にあっては平成

１７年度燃費基準。

以下同じ。）（注８）

を達成する自動車

であること。 

２．次のいずれかに

該当する自動車で

あること。 

一 プラグインハ

イブリッド自動

車（注９） 

二  電気自動車

（注 １０） 

三 天然ガス自動

車（注１１） 

四 燃料電池自動

車（注１２） 

五  水素自動車

（注１３） 

 

次のいずれかの要件

を満たすこと。 

１．次のすべてに該

当する自動車である

こと。 

一 低排出ガス車

認定実施要領（平

成１２年運輸省令

告示第１０３号）

に基づく平成１７

年排出ガス基準に

対し７５％以上の

低減レベルを満た

すものとして国土

交通大臣の認定を

受けた自動車であ

ること。 

二 エネルギー消

費効率が平成２２

年度燃費基準に１

００分の１１５を乗じ

て得た数値以上の

自 動 車であるこ

と。 

２．次のいずれかに

該当する自動車であ

ること。 

 一 プラグインハ

イブリッド自動車 

二 電気自動車 

三 天然ガス自動

車 

四 燃料電池自動

車 

五 水素自動車 

平成１７年排出ガス基準

（注１４）を達成する自

動車又は平成２１年排出

ガス基準（注１７）を達

成する自動車であるこ

と。 

 

次のいずれかの要件

を満たすこと。 

１．次のすべて該当す

る自動車であること。

一 平成２７年度燃

費基準（注１５）を

達成した自動車で

あること。 

二 平成１７年排出

ガス基準に適合す

るものであって、当

該基準における規

制値より窒素化合

物（ＮＯｘ）又は粒

子状物質（ＰＭ）の

排出量が１０パー

セント以上低減さ

れた自動車又は平

成２１年排出ガス

基準を達成する自

動車であること。 

２．次のいずれかに該

当する自動車である

こと。 

 一 プラグインハイ

ブリッド自動車 

二 電気自動車 

三 天然ガス自動車

四 燃料電池自動車

五 水素自動車 

（
万
円
／
台
） 

補
助
金
の
額 

登録車等 軽自動車 登録車等 軽自動車

小型 

（注１

６） 

中型

（注１

６） 

大型

（注１

６） 

小型 中型 大型

２５ １２．５ １０ ５ ４０ ８０ １８０ ２０ ４０ ９０



 

補
助
対
象
経
費 

環境対応車導入費 

注１. 自動車のうち道路運送車両法第４条に規定する登録を受けたものであって、車両総重量が３．

５トン以下のものをいう。 

注２. 乗用車等のうち、道路運送車両法第３条に規定する軽自動車をいう。 

注３. 自動車のうち道路運送車両法第４条に規定する登録を受けたものであって、車両総重量が３．

５トンを超えるものをいう。 

注４. 新規登録（又は新規届出）年月日を起算日として計算した年数（以下「車齢」という。）が１

３年以上経過している自動車をいう。なお、輸入車を廃車する場合の車齢の起算日は，我が国

における初度登録日とする。 

注５. 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第８７号）に基づき引取業者に使用

済自動車を引き渡すことをいう。 

注６. 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令（昭和５４年通商産業省・運輸省令第３号）

第１条の表第１号に規定する数値（自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定

する国土交通大臣が告示で定める方法（平成１８年国土交通省告示第３５０号）第１条第１号

に掲げる方法により算定したものに限る。）をいう。 

注７. 乗用車等のうち、軽油を燃料とするものをいう。 

注８. 「乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」（平成１９年経済産業省・

国土交通省告示第４号）に掲げる基準又は「貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判

断の基準等」（平成１９年経済産業省・国土交通省告示第５号）に掲げる基準をいう。 

注９. 内燃機関を有する自動車であわせて電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いる

ものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第２条第

１４項に規定する自動車排出ガスの抑制に資するもののうち、動力源として用いる電気を外部

から充電する機能を備えているもので、道路運送車両法第６０条第１項の規定による自動車検

査証に当該自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが記載されているものをいう。 

注１０. 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外をいう。 

注１１. 専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車であって道路運送車両法第６０条

第１項により交付された自動車検査証に、当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが

記載されているものをいう。 

注１２. 電気自動車のうち、水素を燃料とするものをいう。 

注１３. 自動車検査証の燃料欄に水素が記載され、又は水素自動車である旨が記載されている検査済

自動車をいう。 

注１４. 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとし

て定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上技術基準をいう。 

注１５. 「貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」に掲げる基準をいう。 

注１６. 重量車の区分は、下記の通りとする。 

一．「小型」とは、トラックにおいては車両総重量３．５トン超７．５トン以下のものをいい、

バスにおいては３．５トン超８トン以下の重量車をいう。 

二．「中型」とは、トラックにおいては車両総重量７．５トン超１２トン以下のものをいい、

バスにおいては、車両総重量８トン超１２トン以下の重量車をいう。 

三．「大型」とは、車両総重量が１２トン超の重量車（トラックとバスの別は問わない。）を

いう。 

注１７. 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以降（内燃機関に軽油を用いる

自動車であって車両総重量が３．５トンより大きく１２ｔ以下のもの（乗車定員１０人以下

の乗用車を除く。）にあっては、平成２２年１０月１日以降）に適用されるべきものとして定

められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上技術基準をいう。 

※福祉目的で改造された自動車については、別に定める方法により環境性能を満たしていることが

確認されたものが対象となる。 



 

 

（別表２）補助金の申請要件 

    

経年車の廃車を伴わない場合 経年車の廃車を伴う場合 

次の要件をすべて満たさなくてはならない。 

１．導入する環境対応車が、平成２１年１０月２３日から

平成２２年９月３０日までに新規登録（又は新規届出）

する自動車であること。（注１、注２） 

２．補助金の申請を行う者が新規登録（又は新規届出）す

る自動車の使用者と一致すること。ただし、自動車リ

ース事業者が貸渡しの用に供するために導入する自動

車の場合における補助金の申請を行う者はリース事業

者とする。この場合の使用者名は借受人とする。 

３．導入する環境対応車が、自動車運送事業用の自動車で

あること。 

４．導入する環境対応車について、導入後１年間使用する

こと。（注３） 

 

 

左記に掲げる要件をすべて満たすとと

もに、以下の要件をすべて満たさなくて

はならない。 

５．廃車する自動車を引取日以前過去 1

年間以上使用していること。（注４） 

６．廃車する自動車の使用者と新規登録

（又は新規届出）する自動車の使用者

が一致すること。（注５） 

７．廃車と新規登録（又は新規届出）を

する時期は３ヶ月の間に行うものと

し、以下に掲げる場合であっても本要

件を満たすものとして取り扱うもの

とする。（注６） 

一 廃車が先となる場合において、廃

車する自動車の車齢が、１３年に満た

ないときは、廃車を行う日から３ヶ月

以内に車齢１３年に達し、かつ車齢１

３年に達した日以降に新規登録（又は

新規届出）をすること。 

二 新規登録（又は新規届出）が先と

なる場合において、廃車する自動車の

車齢が、１３年に満たないときは、新

規登録（又は新規届出）から３ヶ月以

内に車齢１３年に達しかつ廃車する

こと。  

８．廃車する自動車と新規登録（又は新

規届出）する自動車の種別等が著しく

異ならないこと。（注７） 

注１． 現金購入のほか、ローン又は割賦・クレジットにより購入した自動車も対象となる。また、リ

ース又はレンタルの用に供する自動車として購入した自動車も対象となる。 

注２． 経年車の廃車を伴う場合にあっては、環境対応車の新規登録（又は新規届出）及び経年車の廃

車引取のいずれかが平成２１年１０月２３日以降であればよい。また、いずれも平成２２年９

月３０日までに完了していなければならない。 

注３． 新規登録（又は新規届出）した自動車の使用者が変更され使用者名が異なる場合にあっても、

以下の場合においては同一の使用者であるとみなす。 

●社名の変更により使用者名が異なる場合 

●企業の合併により新規登録（又は新規届出）した自動車の使用者の権利義務を全て承継し、

使用者名が異なる場合 

●同一法人の支店間であり、使用者名が異なる場合 

●親会社と１００％子会社の関係、同一親会社の１００％子会社同士の関係、又はこれと同等

の関係であり、使用者名が異なる場合 

注４． 廃車する自動車の使用者の名義が引取日以前1年間に変更され使用者名が異なっている場合で

あっても、以下の場合においては同一の使用者であるとみなし使用期間を合算して計算する。 

●社名の変更により使用者名が異なる場合 

●企業の合併により廃車する自動車の使用者の権利義務を全て承継し、使用者名が異なる場

合 



 

●同一法人の支店間であり、使用者名が異なる場合 

●親会社と１００％子会社の関係、同一親会社の１００％子会社同士の関係、又はこれと同

等の関係であり、使用者名が異なる場合 

注５． 廃車する自動車の使用者名と新規登録（又は新規届出）する自動車の使用者名が異なる場合で

あっても、以下の場合には同一使用者であるとみなす。 

●社名の変更により使用者名が異なる場合 

●新規登録（又は新規届出）する自動車の使用者が、企業の合併により廃車する自動車の使

用者の権利義務を全て承継した場合 

●廃車する自動車の使用者と新規登録（又は新規届出）する自動車の使用者との関係が、同

一法人の支店間である場合 

●廃車する自動車の使用者と新規登録（又は新規届出）する自動車の使用者との関係が、親

会社と１００％子会社の関係、同一親会社の１００％子会社同士である、又はこれと同等で

ある場合 

 注６．いずれの場合も１３年目の継続検査（車検）手続きの有無は要件としない。また、軽自動車を    

廃車する場合において、車齢の起算日が特定できないときは、自動車検査証に記載されている

初度検査年月のうち最も遅い時期に初度検査が行われたものとして、以下の場合を１３年の起

算日とみなす。 

     一 年月が特定可能な場合は、当該年月の末日 

二 年のみが特定可能な場合は、当該年の１２月２７日（ただし、平成９年については、当

該年の７月１日） 

 注７． 以下の場合には種別等が著しく異なるものとみなす。 

一 廃車する自動車が登録車等又は軽自動車であり、新規登録をする自動車が重量車である

場合 

二 廃車する自動車が重量車であり、新規登録（又は新規届出）する自動車が登録車等又は

軽自動車である場合 

三 廃車する自動車が自家用の登録車等又は軽自動車（ただし、身体障害者輸送車、車いす

移動車を除く。）であり、新規登録（又は新車届出）する自動車が事業用乗用自動車である

場合 

四 廃車する自動車と新規登録する自動車が共に重量車であり、用途が異なる場合。ただし、

以下の場合を除く。 

ア） 廃車する自動車が事業用でその用途が貨物又は特種のものであり、新規登録する自動

車が事業用でその用途が貨物又は特種である場合 

イ） 廃車する自動車が自家用でその用途が貨物又は特種（冷蔵冷凍車、タンク車、コンク

リミキサー車、現金輸送車、粉粒体運搬車、塵芥車に限る。）のものであり、新規登

録する自動車が事業用でその用途が貨物又は特種である場合 

ウ） ア）及びイ）の他、用途が著しく異なるものではないとしてセンターが認める場合 



 

（別表３）申請に必要な書類 
 

１．環境対応車の導入にあたり経年車の廃車を伴う場合の補助金の交付の申請に必要な書類 

 

（１）補助事業者が自動車運送事業者の場合 

①補助金交付申請書兼実績報告書 

②導入する自動車が別表１で定める環境性能要件を満たしていることを証する書類 

・導入する自動車の自動車検査証の写し 

③廃車する自動車が経年車でかつ１年間以上使用したことを証する書類 

・廃車する自動車の詳細登録（検査）事項等証明書 

・自動車リサイクルシステムの使用済自動車処理状況検索機能画面の印刷     

④補助金を交付する金融機関口座の通帳又はキャッシュカードの写し 

⑤その他センターが定めるもの 

（２）補助事業者がリース事業者の場合 

上記（１）の他、リース契約書（契約した車両の登録番号、車台番号等について確認できる

ものに限る。） 

 

２．環境対応車の導入にあたり経年車の廃車を伴わない場合の補助金の交付の申請に必要な書類 
 

（１）補助事業者が自動車運送事業者の場合 

①補助金交付申請書兼実績報告書 

②導入する自動車が別表１で定める環境性能要件を満たしていることを証する書類 

・導入する自動車の自動車検査証の写し 

③補助金を交付する金融機関口座の通帳又はキャッシュカードの写し 

④その他センターが定めるもの 

（２）補助事業者がリース事業者の場合 

上記（１）の他、リース契約書（契約した車両の登録番号、車台番号等について確認できる

ものに限る。） 

 



〒  
住 所 

 
氏名又は名称 
及び代表者名 
 
連絡先 TEL    （       ） 

（様式第１） 
環境対応車普及促進事業 

補助金交付申請書兼実績報告書 

   
 
一般社団法人次世代自動車振興センター             申請日 
代表理事 杉浦 精一  殿                   

 
   
  
 
 
 
 
注）通帳の「口座名義カナ」が記載されているページのコピーを添付し、必ず記載通りに記入してください。 

姓名の間にスペース（ミョウジ□ナマエ）が入っている場合には、必ず１文字分空けてください。 

株式会社は、カ）、(カ、有限会社は、ユ)、(ユなど、通帳に記載の「口座名義カナ」に倣って記入してください。 

補
助
金
振
込
先 

口座名義カナ（左詰め）                                  

口座名義（申請者名）  

金融機関名と店名 
銀行 信金 信組

農協  労金 
その他（   ）

銀行コード 本店  支店 
出張所 

支店コード 
     

口 座 番 号 
預金種目(○で囲む)  口座番号（右詰で記入） 

普通（総合） 当座  貯蓄  その他        

自家用／事業用自動車に係る環境対応車普及促進事業補助金交付規程（以下「交付規程」という）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

記 

「自家用」・「事業用」の区別を明示して、車両１台につき、１枚の申請書を作成してください。 
申   請   内   容 

廃車がありますか はい・いいえ 補助金交付申請額 万円

新車情報 

車種区分 ①登録車  ②軽自動車  ③重量車(大型)  ④重量車(中型)  ⑤重量車(小型) 

登録年月日 平成  年  月  日 登録番号  

用途（該当に○） ①乗用②貨物③乗合④他 自家用・事業用の別 ①自家用 ②事業用 

車名  車両総重量 kg

車台番号  型式 

使用者の氏名又は名称  
使用者の住所  
使用の本拠の位置  

廃車情報 
13 年超の廃車 

を伴わない 

場合は 

記入不要 

車種区分（該当に○） ①登録車  ②軽自動車  ③重量車(大型)  ④重量車(中型)  ⑤重量車(小型) 

引取証明書交付日 平成    年   月   日 移動報告番号  

初度登録年月日 平成    年   月   日 登録番号  

用途（該当に○） ①乗用②貨物③乗合④他 自家用・事業用の別 ①自家用 ②事業用 

車名                  車両総重量 kg

車台番号  型式  

使用者氏名又は名称   
使用者の住所  
使用の本拠の位置      

確認 右記確認後「はい」に○ 本車両に対して、本補助金以外に国からの補助金を申請又は受領していません。 はい

（注）１．交付規程（別表３）に定める書類を添付すること。                 
２．本申請書に記載された個人情報は、一般社団法人次世代自動車振興センターの個人情報保護方針に基づき取り扱います。(http://www.cev-pc.or.jp 参照) 

取
扱
担
当
者 

氏名：                            印 
社名、役職等 

 記載内容、添付書類チェック欄  

  記載内容  添付書類  

住所：          

TEL：    －   －    FAX：   －   －          

管理Ｎｏ． 

平成  年  月   日 

（○で囲む） 

①地方公共団体 ②リース会社  

③その他の法人 ④個人事業者  ⑤個人 

 

印 

捨
印 



 
（様式第１－２）      

環境対応車普及促進事業 

補助金交付申請書兼実績報告書 
                
                

      
一般社団法人次世代自動車振興センター      
代表理事 杉浦 精一 殿  申請日 平成  年  月  日 
  〒□□□‐□□□□    申請者は（所有者・使用者）です。（○で囲む） 

  所有者住所 

  所有者氏名又は名称              ／代表者氏名（フリガナ）               

                         ／ 

申請者の区分（○で囲む）

①地方公共団体 ②リース

事業者 ③その他法人 

④個人事業者 ⑤個人 

〒□□□‐□□□□ 

使用者住所 

使用者氏名又は名称              ／代表者氏名（フリガナ）               

                       ／ 

申請者連絡先 （     ）     －     － 

自家用／事業用自動車に係る環境対応車普及促進事業補助金交付規程（以下「交付規程」という）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

記 
申   請   内   容 

補助対象車両 
（新規購入車） 

車種区分 ○1 登録車等②軽自動車 ③重量車（大型）④重量車（中型）⑤重量車（小型）

補助金交付申請額          万円   
新車届出日 平成   年  月  日 車両番号  

用途（該当に○） ①乗用②貨物③乗合④他 自家用・事業用の別 ①自家用 ②事業用 

車名  車両総重量 kg
車台番号  車両型式 
使用者の氏名又は名称  

使用者の住所  

使用の本拠の位置  

廃車車両情報 
13年超の廃車車両 

が無い場合は記入

不要 

車種区分（該当に○） ①登録車等 ②軽自動車 ③重量車 
引取証明書交付日 平成   年  月  日 移動報告番号  
初度検査日 平成   年  月  日 車両番号  

用途（該当に○） ①乗用②貨物③乗合④他 自家用・事業用の別 ①自家用 ②事業用 

車名  車両総重量 kg
車台番号  車両型式 
使用者氏名又は名称   
使用者の住所  
使用の本拠の位置  

確
認

右記の項目確認後、

「はい」に○印を記入 
本車両に対して、本補助金以外に国からの補助金を申請又は受領していません。 はい 

※車両１台につき、１枚の申請書を作成して下さい。 （注）交付規程（別表３）に定める書類を添付すること。 
（個人情報に関する同意） 
一般社団法人次世代自動車振興センターは環境対応車普及促進事業補助金交付申請の審査にあたり   左記内容に同意します（□にレ点） 
軽自動車検査協会に対し補助金対象車両の個人情報を含む軽自動車検査情報の提供を請求します。    所有者□ 使用者□ 
なお、取得した軽自動車検査情報の管理は一般社団法人次世代自動車振興センターが責任を負います。 

補
助
金
振
込
先 

口座名義カナ（左詰め）                                  

口座名義  

金融機関名と店名 
銀行 信金 信組
農協  労金 
その他 （   ）

銀行コード 本店  支店 
出張所 

支店コード 
    

口座番号 預金種目(該当に○)  口座番号（右詰で記入） 
普通（総合） 当座  貯蓄  その他        

                                  

取
扱
担
当
者 

氏名：                           印  記載内容、添付書類チェック欄 

社名、役職等   記載内容  添付書類 

住所：         

TEL：    －   －    FAX：   －   －         

バーコード添付 

使用者

印

所有者

印

軽

申請者

 捨印



 
（様式第２） 
 

環境対応車普及促進事業 

補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書 

 
 

 第         号 

                                    平成  年  月  日 

 
補助事業者 

 住所〒 

氏名又は名称 

（代表者）              殿   

一般社団法人次世代自動車振興センター 

代表理事              印 

 
 
 平成   年  月  日付けで交付申請があった補助金については、審査の結果、低公害車普及促進等対

策費補助金（平成２１年度第２時補正予算分）交付要綱第４条に基づく基金から、下記のとおり交付すること

に決定したので、事業用自動車に係る環境対応車普及促進事業補助金交付規程第７条第１項の規定に基づき 

通知します。 

 
記 

 
補助金交付決定番号 第         号 

氏名又は名称 
及び住所 

 

補助金の確定額 

 

特記事項 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECO 



 
（様式第３） 
 

環境対応車普及促進事業 

補助金不交付通知書 

 
 

 第         号 

                                    平成  年  月  日 

 
補助事業者 

 住所〒 

 氏名又は名称 

（代表者）              殿   

一般社団法人次世代自動車振興センター 

代表理事              印 

 
 
 平成   年  月  日付けで交付申請があった補助金については、審査の結果、事業用自動車に係る 

環境対応車普及促進事業補助金交付規程第７条第２項の規定に基づき交付しないことに決定したので、通知 

します。 

 
 

記 
 

氏名又は名称 
及び住所 

 

不交付の理由 

 

特記事項 

 

 

ECO 



 
（様式第４） 

環境対応車普及促進事業 

補助金交付申請取下書 

 
平成  年  月  日 

 
一般社団法人次世代自動車振興センター 
代表理事             殿  

 
（補助事業者） 

  
補助金交付決定番号   第         号 

     
住所〒 

 
氏名又は名称 
及び代表者名                  

 
  
 

上記の補助金交付決定番号をもって交付決定のあった標記補助金の交付申請を下記の理由により取り 
下げたいので、事業用自動車に係る環境対応車普及促進事業補助金交付規程第８条の規定に基づき、 
提出します。 
 

記 

 
交付申請取下理由 

 

 

 
 

印 

ECO 



（様式第５） 
環境対応車普及促進事業補助金 

計画変更承認申請書 
平成  年  月  日 

 
一般社団法人次世代自動車振興センター 
代表理事     殿 
 

（補助事業者） 
  
補助金交付決定番号   第        号 

     
住所〒 

 
氏名又は名称 
及び代表者名                 

 
  

上記の補助金交付決定番号をもって交付決定のあった標記補助金を下記のとおり変更したいので、 

事業用自動車に係る環境対応車普及促進事業補助金交付規程第９条第１項の規定に基づき、申請 

します。 

 

記 

  
１．変更の内容 

変更事項 変更前 変更後 

   

 
２．変更を必要とする理由 
 

（注）１．既に交付決定を受けた補助金額の変更を伴う場合は、その旨も併せて記載すること。 

２．交付申請に添付した書類のうち変更のあるものは、変更後の書類を添付すること。 

 

 
 

 
 

印 

ECO 



（様式第６） 
環境対応車普及促進事業補助金 

計画変更承認通知書 

 
 

 第         号 

                                    平成  年  月  日 

 

補助事業者 

 住所〒 

 氏名又は名称 

（代表者）              殿   

一般社団法人次世代自動車振興センター 

代表理事              印 

 
 
 平成  年  月  日付けで申請のあった標記補助金の計画変更については、審査の結果、下記のとおり 

承認することとしたので、事業用自動車に係る環境対応車普及促進事業補助金交付規程第９条第１項の規定 

に基づき、通知します。 

 
記 

 
 

補助金交付決定番号 第          号 
   

計画変更の内容 
変更事項 変更前 変更後 

   

 

特記事項 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECO



（様式第７） 
 

環境対応車普及促進事業補助金  

補助金交付決定取消通知書 

 
 
 

 第         号 

                                    平成  年  月  日 

 
補助金交付決定番号 第          号 

補助事業者 

 住所〒 

 氏名又は名称 

（代表者）              殿   

一般社団法人次世代自動車振興センター 

代表理事              印 

 
 
 上記の補助金交付決定番号をもって交付決定を行った標記補助金については、下記の理由により交付決定を

取消しましたので、事業用自動車に係る環境対応車普及促進事業補助金交付規程第１１条第２項の規定に基づ

き、通知します。 

 
記 

 
 
１．取消理由 
 
 
 
 
 
 
２．取消金額 
 
 
 
 
 
 
 

以上 
 
 
 
 
 
 

ECO



（様式第８） 
 

環境対応車普及促進事業補助金 
補助金返還命令書 

 
 

 第         号 

                                    平成  年  月  日 

 
補助金交付決定番号 第          号 

補助事業者 

 住所〒 

 氏名又は名称 

（代表者）              殿   

一般社団法人次世代自動車振興センター 

代表理事              印 

 
 
 
 上記の補助金交付決定番号をもって交付決定を行った標記の補助金について、事業用自動車に係る環境対応

車普及促進事業補助金交付規程第１１条第３項の規定に基づき、下記により返還を命じます。 

 
記 

 
 

返還すべき補助金の額                円（Ⅰ．＋Ⅱ．） 

Ⅰ．支払済補助金の額 

 

Ⅱ．加算金の額 
 

Ⅲ．返還期限 
 

Ⅳ．返還命令の理由 

 

Ⅴ．振込先 

 
口座名義： 
金融機関名： 
店  名： 
預金種目： 
口座番号： 

 
 
 
 
 
 

ECO


